
（参考２） 

 

◇法人税法（昭和四十年三月三十一日法律第三十四号）関連条文抜粋 

 

（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入） 

第四十二条 内国法人（清算中のものを除く。以下この条において同じ。）が、

各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共

団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの（第四十四

条までにおいて「国庫補助金等」という。）の交付を受け、当該事業年度に

おいてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得

又は改良をした場合（その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年

度終了の時までに確定した場合に限る。）において、その固定資産につき、

その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額（以下この項に

おいて「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により

減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算にお

いて積立金として積み立てる方法（政令で定める方法を含む。）により経理

したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度

の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 

２ 内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものと

して交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、

その固定資産の価額に相当する金額（以下この項において「圧縮限度額」と

いう。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限

度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立

てる方法（政令で定める方法を含む。）により経理したときは、その減額し

又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入する。 

３～８ （略） 

  



 

◇所得税法（昭和四十年三月三十一日法律第三十三号）関連条文抜粋 

 

（国庫補助金等の総収入金額不算入） 

第四十二条 居住者が、各年において固定資産（山林を含む。以下この条及び

次条において同じ。）の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の

補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの（以下この条及び

次条において「国庫補助金等」という。）の交付を受け、その年においてそ

の国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良

をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三

十一日（その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又

は出国をした場合には、その死亡又は出国の時）までに確定した場合に限り、

その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に

相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しな

い。 

２ 居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を

受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、

その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 

３～５ 略 


